
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和７年１０月７日（火）   １０：０２～１０：０８ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：石 破   茂 内閣総理大臣 

村 上 誠一郎 国務大臣（総務大臣） 

鈴 木 馨 祐 国務大臣（法務大臣） 

岩 屋 毅 国務大臣（外務大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

あ べ 俊 子 国務大臣（文部科学大臣） 

福 岡 資 麿 国務大臣（厚生労働大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（農林水産大臣） 

武 藤 容 治 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

中 野 洋 昌 国務大臣（国土交通大臣） 

浅 尾 慶一郎 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

中 谷 元 国務大臣（防衛大臣） 

林 芳 正 国務大臣（内閣官房長官） 

平 将 明 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

伊 藤 忠 彦 国務大臣（復興大臣） 

坂 井 学 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

三 原じゅん子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

伊 東 良 孝 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：橘 慶一郎 内閣官房副長官 

青 木 一 彦 内閣官房副長官 

佐 藤 文 俊 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       １件 

○政令         ３件 

○人事         ２件 

○配布         ２件 

いずれも、案件表のとおり、決定等となった。 
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議事内容： 

○林国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、橘副長官から御説明申し上げます。 

○橘内閣官房副長官：政令３件について、御決定をお願いいたします。「マイナンバー

法等の一部改正法の一部の施行期日令」は、同改正法の一部の施行期日を令和８年

５月２６日とするものであり、「同法施行令」及び「電子署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務法施行令」の各一部改正令は、同改正法の一部の施行

に伴い、マイナンバーカードの記載事項として、旧氏の振り仮名を追加する等、所

要の規定の整備を行うものであります。 
次に、人事案件について、申し上げます。水品静夫外９６名の叙位又は叙勲につ

いて、御決定をお願いいたします。 
次に、配布資料といたしまして、「家計調査報告」があります。本件につきまして

は、後程、総務大臣から御発言があります。 
次に、件名外案件について、申し上げます。「円借款の供与に関する書簡」をカン

ボジアとの間で交換することについて、御決定をお願いいたします。本件は、「ニロ

ート上水道拡張計画」外１件に総額約４４４億円を限度とする円借款を供与するこ

とについて、取り極めるものであります。なお、相手国政府との書簡交換まで不公

表といたしたいので、御了承をお願いいたします。 
次に、件名外の人事案件について、申し上げます。第４５回危険業務従事者叙勲

３，６０５名について、御決定をお願いいたします。なお、発令日までの間に死亡

した者につきましては、死亡日の日付で勲章を授与することとし、また、勲章を授

与することがふさわしくない事由が生じた者につきましては、その発令を留保する

こととしております。報道関係の取扱いにつきましては、１０月１１日午前５時か

ら報道解禁となっておりますので、特に御留意いただきますようお願いいたします。 
○林国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、総務大臣。 
○村上国務大臣：本日、家計調査結果を公表いたしました。２人以上の世帯の８月の

消費支出は、１年前に比べ実質２．３パーセントの増加となりました。食料などが

減少となった一方、自動車等関係費やパック旅行費などの教養娯楽サービスなどが

増加となっております。引き続き今後の消費支出の動向を注視してまいります。 
○林国務大臣：次に、中野大臣。 
○中野国務大臣：この度、公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会会長から内閣

総理大臣及び本職に対して、２０２７年国際園芸博覧会の開催を５００日後に控え

るこの機会に、秋篠宮皇嗣殿下を同博覧会の名誉総裁に推戴申し上げたい旨の願い

出がありましたところ、同博覧会の意義に鑑み、このことについて宮内庁長官宛て

に執奏方を依頼したく存じます。なお、本件については、１１月４日付けでお受け

いただくことを希望しておりますが、推戴のお許しを得るまで不公表扱いと致した

いので、御了承をお願いいたします。 
○林国務大臣：次に、文部科学大臣。 
○あべ国務大臣：本年のノーベル生理学・医学賞を、坂口志文氏が受賞されることと
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なりました。今回の受賞は、我が国の研究者が高い研究水準を有することを改めて

世界に示すものであるとともに、国民にとって大きな誇りと励みになるものです。

文部科学省としては、今後とも、先端的、独創的で多様な研究の推進に努め、科学

技術イノベーションを通じた、社会・文化の発展に貢献してまいります。

○林国務大臣：次に、城内大臣。

○城内国務大臣：本年、大阪大学の坂口志文特任教授が、その優れた御業績により、

ノーベル生理学・医学賞を受賞されることとなりました。坂口志文特任教授には、

心からの敬意と祝意を表します。世界的にも認められる優秀な研究者の輩出は、後

に続く者にとっての目標となるだけでなく、日本の基礎研究の水準の高さを世界に

示すものであり、我が国にとっても大きな励みとなるものです。この度の受賞が、

次代を担う若い方々に夢や希望をもたらし、新たな課題に積極的に挑戦する意欲を

高める契機となり、今後も世界トップレベルの研究成果が生み出されることを期待

しています。

○林国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。

御発言はございますか。

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。

（注）中野大臣の発言については、秋篠宮皇嗣殿下が１１月４日付けをもって２０２

７年国際園芸博覧会の名誉総裁に御就任されることが１１月２日に公表されたた

め、１１月４日に追記したものである。
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令和７年 

10月７日 

◎ 政 令 

 ○ 行 政手続 に おけ る 特定 の 個人 を 識別 す るた め の番

号 の 利 用等に 関 する 法 律等 の 一部 を 改正 す る法 律

の 一 部 の施行 期 日を 定 める 政 令（ 決 定）

（ デ ジ タ ル庁・ 総 務省 ）

〃 ○ 行 政手続 に おけ る 特定 の 個人 を 識別 す るた め の番

号 の 利用 等 に関 す る法 律 施行 令 の一 部 を改 正 す る

政 令 （決 定 ）             （ 同 上）

〃 ○ 電 子署名 等 に係 る 地方 公 共団 体 情報 シ ステ ム 機構

の 認 証業 務 に関 す る法 律 施行 令 の一 部 を改 正 す る

政 令 （決 定 ）      （総 務 省・ デ ジタ ル 庁）

◎ 人 事

 ☆ 静 岡大学 名 誉教 授 水品 静 夫外 ９ ６名 の 叙位 又 は叙

勲 に つ いて（ 決 定）

◎ 配 布 

☆ 家 計 調査報 告  （ 総務 省 ） 

☆ 岡 山 市長選 挙 結果 調   （同 上 ） 

〔 ○ 署名 あ り ☆ 署名 な し〕

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り
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                 令和７年 

10月７日 

 

◎ 一 般案 件 

 ○ 円 借款の 供 与に 関 する 日 本国 政 府と カ ンボ ジ ア王

国 政 府 と の間の 書 簡の 交 換に つ いて （ 決定 ）  
（ 外 務 省 ）  

 
◎ 人  事   

 ○ 第 ４５回 危 険業 務 従事 者 叙勲 に つい て （決 定 ）  
 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

（ 火 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  
 
 

資 料  
あ り  
 
 

5




